
 

厚木市生涯学習推進会議委員委嘱式及び 

令和６年度第１回厚木市生涯学習推進会議次第 

 

日時 ７月４日（木） 

                    午後２時30分から４時30分まで（予定） 

場所 あつぎ市民交流プラザ 

ミュージックルーム１ 

（アミューあつぎ７階） 

 

１ 厚木市生涯学習推進会議委員委嘱式 

(1) 委嘱状交付 

(2) 副市長挨拶 

 

２ 第１回厚木市生涯学習推進会議 

(1) 開  会 

(2) 案  件 

   ア 厚木市生涯学習推進会議について・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 １  

イ 会長及び副会長の選出について・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 ２ 

ウ  第３次厚木市生涯学習推進計画第１期基本計画の概要と点検について・・・・・ 

 資料 ３  資料 ４ 資料 ５ 

エ 今後のスケジュールについて・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 ６ 

オ その他 

(3) 閉  会 

 

 次回会議開催日程 候補日（時間未定） 

・９月27日（金）あつぎ市民交流プラザ７階ミュージックルーム２ 

・９月30日（月）あつぎ市民交流プラザ７階ミュージックルーム１ 

・10月１日（火）あつぎ市民交流プラザ７階ミュージックルーム１ 

・10月２日（水）あつぎ市民交流プラザ７階ミュージックルーム１ 



厚
木
市
生
涯
学
習
推
進
会
議
に
つ
い
て

本
市
の
生
涯
学
習
を
推
進
す
る
に
当
た
り
、
市
長
の
諮
問
に
応
じ
て
調
査
審
議
し
、
そ
の
結
果
を
報
告
し
、
又
は
そ
の
意
見
を
建
議
す
る
た
め
、

厚
木
市
生
涯
学
習
推
進
会
議
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
令
和
３
年
３
月
に
策
定
し
た
第
３
次
厚
木
市
生
涯
学
習
推
進
計
画
（第
１
期
基
本
計
画
）

に
基
づ
き
本
市
に
お
け
る
生
涯
学
習
施
策
を
推
進
す
る
に
当
た
り
、
市
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
、
市
民
と
と
も
に
生
涯
学
習
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

て
い
ま
す
。

資料１

・
学
識
経
験
者
、
関
係
団
体
等
を
代
表
す
る
者
、
公
募
市
民
に

よ
り
構
成
。

・
委
員
数
は
1
0
人
以
内
。
R
6
の
委
員
数
は
８
人
。

・
任
期
は
２
年
。
途
中
で
委
員
が
変
更
し
た
場
合
は
、
前
任
者

の
残
任
期
間
が
任
期
。
次
回
の
委
員
改
選
は
令
和
8
年
度
。

・
推
進
会
議
に
会
長
及
び
副
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に

よ
り
定
め
る
。

※
附
属
機
関
と
は
、
調
査
・
研
究
・
審
議
な
ど
を
行
う
た
め
組
織
に
附
属
し
て
設
置
さ
れ
る

機
関
で
す
。

厚
木
市
生
涯
学
習
推
進
会
議
（
附
属
機
関
）

答
申

諮
問

厚
木
市
長

〇
厚
木
市
生
涯
学
習
推
進
計
画
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す

る
こ
と
。

・
計
画
の
策
定
方
針
、
基
本
計
画
の
素
案
等
に
対
す
る
意

見 ・
実
施
計
画
事
業
の
点
検

〇
そ
の
他
生
涯
学
習
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

所
掌
事
務

厚
木
市
生
涯
学
習
推
進
会
議

委
員
任
期
：
令
和
８
年
５
月
3
1
日

ま
で

委
員
人
数
：
８
人

厚
木
市
生
涯
学
習
推
進
計
画
第
２
期

基
本
計
画
（６
年
間
）
の
諮
問
・
答
申

※
次
回
は
令
和
８
年
度
を
予
定
。

実
施
計
画
事
業
の
点
検

※
点
検
は
毎
年
実
施
。

生
涯

学
習
課

依
頼

報
告

主
な
活
動
内
容
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資料２ 

 

   厚木市生涯学習推進会議規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、厚木市附属機関の設置に関する条例（昭和32年厚木市条例

第17号）に基づき設置された厚木市生涯学習推進会議（以下「推進会議」とい

う。）の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 (1) 厚木市生涯学習推進計画の策定及び推進に関すること。 

 (2) その他生涯学習の推進に関すること。 

（委員） 

第３条 推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 公募による市民 

(2) 関係団体の代表 

(3) 学識経験者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

(会長等) 

第５条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 推進会議の会議は、会長が招集する。 

２ 推進会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

(意見の聴取等) 

第７条 推進会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意

見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し必要な資料の提出を求めることが

できる。 
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(秘密の保持) 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 

 

（庶務） 

第９条 推進会議の庶務は、生涯学習主管課で処理する。 

（委任） 

第10条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、

会長が推進会議に諮って定める。 

 

附 則 

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に推進会議に相当する合議体（以下「従前の合議体」

という。）の委員である者は、この規則の施行の日に、第３条の規定により推

進会議の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱さ

れたものとみなされる委員の任期は、第４条の規定にかかわらず、同日におけ

る従前の合議体の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

３ 第５条の規定にかかわらず、この規則の施行の際、現に従前の合議体の会長

又は副会長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に、同条の規定により

推進会議の会長又は副会長として定められたものとみなす。 
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第
３
次
厚
木
市
生
涯
学
習
推
進
計
画
第
１
期
基
本
計
画
の
概
要
に
つ
い
て

基
本
理
念
：
だ
れ
も
が
夢
を
は
ぐ
く
み
、
自
ら
学
び
共
に
成
長
す
る
元
気
な
ま
ち

（
計
画
期
間
：
1
2
年
令
和
３
年
４
月
～
令
和
1
5
年
３
月
）

第
１
期
基
本
計
画

（
計
画
期
間
：
６
年
）

第
２
期
基
本
計
画

（
計
画
期
間
：
６
年
）

後
期
実
施
計
画

（
計
画
期
間
：
３
年
）

前
期
実
施
計
画

（
計
画
期
間
：
３
年
）

後
期
実
施
計
画

（
計
画
期
間
：
３
年
）

第
３
次
厚
木
市
生
涯
学
習
推
進
計
画

資料３
１
計
画
の
趣
旨

前
期
実
施
計
画

（
計
画
期
間
：
３
年
）

２
計
画
期
間

人
生

10
0年
時
代
に
向
け
て
、
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
全
て
の
人
に
活
躍
の
機
会
が
生
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
余
暇
時
間
を
充
実
さ

せ
る
た
め
に
、
い
つ
ま
で
も
継
続
し
て
学
び
続
け
る
生
涯
学
習
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
社
会
生
活
は
大
き
く
変
わ
り
、
生
涯
学
習
の
分
野
で
は
対
面
講
座
が
実
施
で
き
な
い
こ
と
や
、
人
数
が

制
限
さ
れ
る
な
ど
の
影
響
が
あ
り
、
学
習
方
法
の
転
換
期
を
迎
え
ま
し
た
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
自
己
の
人
格
を
磨
き
、
心
豊
か
な
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
様
々
な
場
面
で
自
由
に

学
習
機
会
を
選
択
し
て
行
う
生
涯
学
習
活
動
を
充
実
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

本
市
で
は
、
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
世
代
が
い
つ
ま
で
も
継
続
し
て
気
軽
に
生
涯
学
習
に
取
り
組
め
、
学
ん
だ
成
果

を
い
か
せ
る
環
境
づ
く
り
を
目
指
し
、
第
３
次
厚
木
市
生
涯
学
習
推
進
計
画
第
１
期
基
本
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。
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理
念
の
実
現
を
目
指
す

基
本
施
策
に
基
づ
く

具
体
的
な
事
業
を
位
置
付
け

第
３
次
厚
木
市
生
涯
学
習
推
進
計
画
第
１
期
基
本
計
画
の
概
要
に
つ
い
て

だ
れ
も
が
夢
を
は
ぐ
く
み
、
自
ら
学
び
共
に
成
長
す
る
元
気
な
ま
ち
（
1
2
年
間
の
目
標
）

生
涯
学
習
に
関
す
る
分
野
は
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
、
社
会
教
育
等
の
多
く
の
生
涯
学
習
活
動
を
包
括
で
き
る
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

基
本
理
念

３
計
画
の
構
成

●
基
本
方
針
１

生
涯
学
習
活
動
の
充
実

●
基
本
方
針
２

あ
ら
ゆ
る
世
代
へ
の
生
涯
学
習
の

環
境
整
備

●
基
本
方
針
３

生
涯
学
習
を
い
か
し
た
ま
ち
づ
く
り

の
推
進

基
本
理
念
の
目
標
に
基
づ
き
、
基
本
計
画
に
は
柱
と
な
る
３
つ
の
基
本
方
針
及
び
各
基
本
方
針
別
に
基
本
施
策
を
定
め
て
い
ま
す
。

【基
本
施
策
】

・学
習
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握
し
学
習
機
会

を
提
供
し
ま
す
。

・継
続
し
て
学
び
続
け
ら
れ
る
取
組
を
推
進
し

ま
す
。

・生
涯
の
様
々
な
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た

魅
力
あ
る
活
動
や
仕
組
み
づ
く
り
を
推
進
し

ま
す
。

【基
本
施
策
】

・多
く
の
学
び
の
機
会
を
創
出
し
、
効
果
的
な

情
報
発
信
を
行
い
ま
す
。

・い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
誰
で
も
、
気
軽
に
学

習
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
備
し
ま
す
。

・市
民
や
教
育
機
関
等
と
の
連
携
・協
働
に

よ
る
学
習
機
会
の
充
実
を
図
り
ま
す
。

【基
本
施
策
】

・地
域
の
資
源
や
課
題
を
考
え
る
こ
と
に

よ
り
、
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
学
び
を
推
進
し

ま
す
。

・学
習
成
果
を
い
か
せ
る
環
境
づ
く
り
を
推

進
し
ま
す
。

基
本
方
針
で
定
め
た
基
本
施
策
に
基
づ
く
具
体
的
な
事
業
を
年
度
別
で
定
め
た
実
施
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。
こ
の
実
施
計
画
の
進
行
管
理
を
行
う
に
当
た
り
、

厚
木
市
生
涯
学
習
推
進
会
議
の
点
検
を
受
け
、
計
画
の
着
実
な
推
進
を
図
り
ま
す
。

基
本
計
画
を
策
定
（
６
年
間
）

実
施
計
画
を
策
定
（
３
年
間
）
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                         資料４ 

実施計画事業の点検について 

 
１ 目的 

  基本計画の基本方針で定めた基本施策に基づく具体的な事業を年度別に定めた

実施計画を策定しました。この進行管理を行うに当たり、厚木市生涯学習推進会議

が点検を行い、計画の着実な推進を図ります。 
 
２ 点検する計画 

  令和３年４月からスタートした第３次厚木市生涯学習推進計画第１期基本計画

前期実施計画（令和３年度～令和５年度）の令和５年度の取組状況を点検します。 
 
３ 事業数 

  事業 86 事業－中断・統合事業３事業＋新規追加事業７事業 合計 90 事業 
基本方針 基本施策 事業数 

１生涯学習活

動の充実 

１学習ニーズを的確に把握し学習機会を

提供します。 
１３事業 

２継続して学び続けられる取組を推進し  

ます。 
 ９事業 

３生涯の様々なライフステージに応じた

魅力ある活動や仕組みづくりを推進しま

す。 

１ １ 事 業

（追加２事業含む） 

２あらゆる世

代への生涯学

習の環境整備 

１多くの学びの機会を創出し、効果的な情

報発信を行います。 
１４事業 

２いつでも、どこでも、誰でも、気軽に学

習することができる環境を整備します。 

１６事業 

（追加１事業含む） 

３市民や教育機関等との連携・協働による

学習機会の充実を図ります。 

１４事業 

（追加２事業含む） 

３生涯学習を

いかしたまち

づくりの推進 

１地域の資源や課題を考えることにより、

まちづくりのための学びを推進します。 

  ９事業 

（追加２事業含む） 

２学習成果をいかせる環境づくりを推進

します。 
  ４事業 

 合  計 ９０事業 

毎年度、点検のために実績等につき各担当課に照会を行っておりますが、令和３年

３月の前期実施計画策定後に中断した事業や事業見直しにより統合を行った事業、新

たに計画に追加した事業がございますので、中断・統合事業は除き、追加事業を加え

て 90 事業としています。この 90 事業を点検していただきます。 
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４ 点検方法 

  各事業の進行管理票の内容を総合的に考慮した事業に対する意見をいただきま

す。学識経験者や関係団体ならではの専門的な意見のほか、公募市民による市民目

線での意見を求めています。 
 
【点検方法】 

類似する事業を A から H までのグループに分けます。それぞれのグループを３ 
 人の委員に点検していただきます。 

A【13 事業】… 友好親善、多文化共生、郷土歴史、平和、人権、男女共同参画 
B【21 事業】… スポーツ、健康づくり、防災、防犯 
C【19 事業】… 社会教育、家庭教育、青少年教育・活動 
D【15 事業】… 環境、農業 
E【 4 事業】… 高齢者福祉、介護 
F【 4 事業】… 消費生活、交通安全、河川 
G【 4 事業】… IT、就労支援、研修 
H【10 事業】… その他生涯学習・文化芸術全般 

№ 事業名 グループ 点検者１ 点検者２ 点検者３ 
１ 海外友好都市等受入派遣事業 A 〇〇委員 □□委員 ▲▲委員 
２ 海外学生交流事業 A 〇〇委員 □□委員 ▲▲委員 
３ 国際交流事業補助金 A 〇〇委員 □□委員 ▲▲委員 
４ 国内友好都市受入派遣事業 A 〇〇委員 □□委員 ▲▲委員 
５ 国内友好都市交流事業補助金 A 〇〇委員 □□委員 ▲▲委員 
６ スケアード・ストレイト推進事業 F ▲▲委員 〇〇委員 □□委員 
７ 環境フェア開催事業 D □□委員 ▲▲委員 〇〇委員 
８ 里地里山保全等促進事業 D □□委員 ▲▲委員 〇〇委員 
９ 環境基本計画推進活動事業 D □□委員 ▲▲委員 〇〇委員 
10 ヤマビル対策事業 D □□委員 ▲▲委員 〇〇委員 
・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

 
５ 令和５年度事業の点検結果 

  今回点検していただいた点検結果については、各担当課にフィードバックし、今

後の参考にしてまいります。 

- 8 -



グル
ープ 事業数

うち
新規追加事業 ジャンル 点検者１ 点検者２ 点検者３

A 13事業
友好親善、多文化共生、郷土歴史、平和、
人権、男女共同参画

小沢委員 北村委員 三和田委員

B 20事業 ２事業 スポーツ、健康づくり、防災、防犯 梅本委員 小沢委員 上井委員

C 19事業 １事業 社会教育、家庭教育、青少年教育・活動 小川委員 北村委員 三和田委員

D 15事業 １事業 環境、農業 安倍委員 小川委員 山崎委員

E ４事業 高齢者福祉、介護 梅本委員 北村委員 上井委員

F ４事業 消費生活、交通安全、河川 梅本委員 三和田委員 山崎委員

G ４事業 ２事業  IT、就労支援、研修 安倍委員 小川委員 小沢委員

H 11事業 １事業 その他生涯学習・文化芸術全般 安倍委員 上井委員 山崎委員

【参考】

選出母体
点検事業

数

松蔭大学 30

厚木市地区体育振興会長連絡協議会 28

厚木市青少年健全育成会連絡協議会 38

東京工芸大学 37

厚木市社会教育委員会議 36

公募市民 35

厚木市立公民館地区館長等連絡会 36

公募市民 30山崎委員

点検者割振表　事務局（案）

　 ジャンル別に分類したグループの点検者を決める際、委員の選出母体を考慮して割振りをしています。一人当
たりの点検グループ数は３つとなります。

氏名

三和田委員

安倍委員

小川委員

小沢委員

北村委員

上井委員

梅本委員
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※参考【令和４年度実施状況】

《前期実施計画事業》

基本方針 基本施策 № 実施計画事業名 実施 グループ

1 海外友好都市等受入派遣事業 実施 A 小沢委員 北村委員 三和田委員

2 海外学生交流事業 実施 A 小沢委員 北村委員 三和田委員

3 国際交流事業補助金 実施 A 小沢委員 北村委員 三和田委員

4 国内友好都市受入派遣事業 実施 A 小沢委員 北村委員 三和田委員

5 国内友好都市交流事業補助金 実施 A 小沢委員 北村委員 三和田委員

6 スケアード・ストレイト推進事業 実施 F 梅本委員 三和田委員 山崎委員

7 環境フェア開催事業 実施 D 安倍委員 小川委員 山崎委員

8 里地里山保全等促進事業 実施 D 安倍委員 小川委員 山崎委員

10 ヤマビル対策事業 実施 D 安倍委員 小川委員 山崎委員

11 緑のまつり開催事業 実施 D 安倍委員 小川委員 山崎委員

12 市史編さん事業 実施 A 小沢委員 北村委員 三和田委員

13 郷土博物館特別展示事業 実施 A 小沢委員 北村委員 三和田委員

14 総合防災訓練実施事業 実施 B 梅本委員 小沢委員 上井委員

15 食生活改善推進事業 実施 B 梅本委員 小沢委員 上井委員

16 健康あつぎ推進事業 実施 B 梅本委員 小沢委員 上井委員

17 輝き厚木塾開設事業 実施 H 安倍委員 上井委員 山崎委員

18 都市農業対策経費 実施 D 安倍委員 小川委員 山崎委員

19 園芸協会運営費補助金 実施 D 安倍委員 小川委員 山崎委員

20 花き消費拡大推進事業交付金 実施 D 安倍委員 小川委員 山崎委員

21 水辺ふれあい事業 実施 F 梅本委員 三和田委員 山崎委員

23 公民館活動事業 実施 C 小川委員 北村委員 三和田委員

第３次厚木市生涯学習推進計画第１期基本計画前期実施計画事業一覧

【令和５年度実施状況】

１
生涯学習
活動の充実

２
継続して学
び続けられる
取組を推進
します。

点検者

１
学習ニーズ
を的確に把
握し学習機
会を提供し
ます。

9 環境基本計画推進活動事業 実施 D 安倍委員 小川委員 山崎委員
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基本方針 基本施策 № 実施計画事業名 実施 グループ 点検者

24 健康スイミング事業 実施 B 梅本委員 小沢委員 上井委員

25 あゆコロちゃんGENKIポイント事業 実施 B 梅本委員 小沢委員 上井委員

26 老人クラブ連合会補助金 実施 E 梅本委員 北村委員 上井委員

27 放課後子ども教室推進事業 実施 C 小川委員 北村委員 三和田委員

28 子育て支援センター運営事業 実施 C 小川委員 北村委員 三和田委員

29
ファミリー・サポート・センター事
業

実施 C 小川委員 北村委員 三和田委員

30 青少年自然文化体験研修事業 実施 C 小川委員 北村委員 三和田委員

31 家庭教育学級交付金 実施 C 小川委員 北村委員 三和田委員

32 家庭教育情報提供事業 実施 C 小川委員 北村委員 三和田委員

33 防災意識啓発事業 実施 B 梅本委員 小沢委員 上井委員

34 地域福祉推進事業費 実施 E 梅本委員 北村委員 上井委員

35 平和都市推進事業 実施 A 小沢委員 北村委員 三和田委員

36 人権啓発推進事業 実施 A 小沢委員 北村委員 三和田委員

37 男女共同参画推進事業 実施 A 小沢委員 北村委員 三和田委員

38 市民文化祭開催事業 実施 H 安倍委員 上井委員 山崎委員

39
あつぎ文化芸術・生涯学習発信
チャンネル

実施 H 安倍委員 上井委員 山崎委員

40 消費者意識啓発事業 実施 F 梅本委員 三和田委員 山崎委員

41 温暖化防止普及啓発事業 実施 D 安倍委員 小川委員 山崎委員

42
生物多様性あつぎ戦略推進事
業

実施 D 安倍委員 小川委員 山崎委員

43 火災予防啓発事業 実施 B 梅本委員 小沢委員 上井委員

44 応急手当普及啓発活動事業 実施 B 梅本委員 小沢委員 上井委員

45 人権教育・啓発推進事業 実施 A 小沢委員 北村委員 三和田委員

１
生涯学習
活動の充実

３
生涯の様々
なライフス
テージに応じ
た魅力ある
活動や仕組
みづくりを推
進します。

２
あらゆる世
代への生涯
学習の環境
整備

１
多くの学びの
機会を創出
し、効果的な
情報発信を
行います。

46 小川委員選挙常時啓発事業 北村委員 三和田委員実施 C
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基本方針 基本施策 № 実施計画事業名 実施 グループ 点検者

47
地区地域福祉推進委員会交付
金

実施 C 小川委員 北村委員 三和田委員

48 事業所説明会等実施事業 実施 E 梅本委員 北村委員 上井委員

49
介護職員キャリアアップ等支援
事業補助金

実施 E 梅本委員 北村委員 上井委員

50 多文化共生交流事業 実施 A 小沢委員 北村委員 三和田委員

51 市民芸術祭開催事業 実施 H 安倍委員 上井委員 山崎委員

52 生涯学習推進事業 実施 H 安倍委員 上井委員 山崎委員

53
七沢自然ふれあいセンター維持
管理事業

実施 C 小川委員 北村委員 三和田委員

54 野外彫刻造形展開催事業 実施 H 安倍委員 上井委員 山崎委員

55 森林づくり実技等体験事業 実施 D 安倍委員 小川委員 山崎委員

57 市民スポーツ活動推進事業 実施 B 梅本委員 小沢委員 上井委員

58 スポーツ推進事業補助金 実施 B 梅本委員 小沢委員 上井委員

59
あつぎスポーツアカデミー推進
事業補助金

実施 B 梅本委員 小沢委員 上井委員

60 市民体力向上推進事業 実施 B 梅本委員 小沢委員 上井委員

61 電子図書館事業 実施 G 安倍委員 小川委員 小沢委員

62 青少年指導員活動事業 実施 C 小川委員 北村委員 三和田委員

63 ジュニアリーダー育成事業 実施 C 小川委員 北村委員 三和田委員

64 （仮称）未来館整備事業 実施 C 小川委員 北村委員 三和田委員

65 あつぎ協働大学開設事業 実施 H 安倍委員 上井委員 山崎委員

66 市民交流プラザ運営事業 実施 H 安倍委員 上井委員 山崎委員

67 学習支援センター運営事業 実施 H 安倍委員 上井委員 山崎委員

68 文化会館リニューアル事業 実施 H 安倍委員 上井委員 山崎委員

69 マナーアップ推進事業 実施 D 安倍委員 小川委員 山崎委員

70 ロボット普及促進事業 実施 G 安倍委員 小川委員 小沢委員

71 厚木北公民館整備事業 実施 C 小川委員 北村委員 三和田委員

72 スポーツ推進委員養成事業 実施 B 梅本委員 小沢委員 上井委員

74 図書館整備事業 実施 C 小川委員 北村委員 三和田委員

B

２
あらゆる世
代への生涯
学習の環境
整備

２
いつでも、ど
こでも、誰で
も、気軽に学
習することが
できる環境を
整備します。

56 健康づくり村推進事業補助金 実施

３
市民や教育
機関等との
連携・協働
による学習
機会の充実
を図ります。

梅本委員 小沢委員 上井委員
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基本方針 基本施策 № 実施計画事業名 実施 グループ 点検者

75 自主防災隊育成・強化事業 実施 B 梅本委員 小沢委員 上井委員

76
避難所運営委員会運営費交付
金

実施 B 梅本委員 小沢委員 上井委員

77 避難所運営強化事業 実施 B 梅本委員 小沢委員 上井委員

78 市民活動サポート推進費 実施 C 小川委員 北村委員 三和田委員

79 市民活動推進補助金 実施 C 小川委員 北村委員 三和田委員

80
農業後継者育成対策事業交付
金

実施 D 安倍委員 小川委員 山崎委員

81 郷土芸能事業 実施 A 小沢委員 北村委員 三和田委員

82 まち美化推進事業 実施 D 安倍委員 小川委員 山崎委員

83 (仮称)北部地区公園整備事業 実施 B 梅本委員 小沢委員 上井委員

84 (仮称)睦合水辺公園整備事業 実施 F 梅本委員 三和田委員 山崎委員

85
地域ぐるみ家庭教育支援事業
交付金

実施 C 小川委員 北村委員 三和田委員

22 防火管理体制充実事業
他事業と
統合

73 体育施設整備事業 中断

86 地域ぐるみ家庭教育支援事業
他事業と
統合

《令和４年度点検時新規追加事業》
基本方針 基本施策 № 実施計画事業名 実施 グループ

87 若者・女性等雇用拡大事業 実施 G 安倍委員 小川委員 小沢委員

88 あつぎ起業スクール開催事業 実施 G 安倍委員 小川委員 小沢委員

89 グラウンド・ゴルフ場整備事業 一部実施 B 梅本委員 小沢委員 上井委員

90 飯山グラウンド整備事業 実施 B 梅本委員 小沢委員 上井委員

３生涯学習をい
かしたまちづくり
の推進

１地域の資源や
課題を考えること
により、まちづくり
のための学びを
推進します。

91
あつぎ協働大学カーボンニュート
ラル講座開設事業

実施 D 安倍委員 小川委員 山崎委員

《令和６年度点検時新規追加事業》
基本方針 基本施策 № 実施計画事業名 実施 グループ

２

あらゆる世代への生涯学習の環境整

備

２

いつでも、どこでも、誰でも、気軽に学習

することができる環境を整備します。
92 文化芸術発信強化事業 実施 H 安倍委員 上井委員 山崎委員

３

生涯学習をいかしたまちづくりの推進

１

地域の資源や課題を考えることにより、

まちづくりのための学びを推進します。
93 地域学校協働活動事業 実施 C 小川委員 北村委員 三和田委員

点検者

点検者

１生涯学習
活動の充実

３生涯の様々な
ライフステージに
応じた魅力ある
活動や仕組みづ
くりを推進します。

２あらゆる世
代への生涯
学習の環境
整備

３市民や教育機
関等との連携・協
働による学習機
会の充実を図りま
す。

２
学習成果を
いかせる環
境づくりを推
進します。

３
生涯学習を
いかしたま
ちづくりの推
進

点検対象外

１
地域の資源
や課題を考
えることによ
り、まちづくり
のための学
びを推進しま
す。
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基本方針 基本施策 № 実施計画事業名 グループ

１
生涯学習活
動の充実

３
生涯の様々な
ライフステージ
に応じた魅力
ある活動や仕
組みづくりを推
進します。

26 老人クラブ連合会補助金 E 梅本委員 北村委員 上井委員

１
多くの学びの機
会を創出し、効
果的な情報発
信を行います。

34 地域福祉推進事業費 E 梅本委員 北村委員 上井委員

48 事業所説明会等実施事業 E 梅本委員 北村委員 上井委員

49
介護職員キャリアアップ等支援事
業補助金

E 梅本委員 北村委員 上井委員

第３次厚木市生涯学習推進計画第１期基本計画前期実施計画事業一覧　グループE

点検者

２
あらゆる世
代への生涯
学習の環境
整備

２
いつでも、どこ
でも、誰でも、
気軽に学習す
ることができる
環境を整備し
ます。

【グループ別事業一覧例】

これはグループＥの例です。

各グループごとに事業数が違います（９頁を参照）。
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基本方針 基本施策 № 実施計画事業名 委員意見

１
生涯学習
活動の充
実

３
生涯の様々
なライフス
テージに応
じた魅力あ
る活動や仕
組みづくりを
推進しま
す。

26 老人クラブ連合会補助金

１
多くの学び
の機会を創
出し、効果
的な情報発
信を行いま
す。

34 地域福祉推進事業費

・地域包括が市民の中に定着しつつあると感じ
ます。今後の市民生活に中心となって寄り添う
事業だと思います。市民の声を聞きながら事業
を推進されることを望みます。
・高齢者への地域での見守り活動、居場所づく
りをお願いいたします。
・達成率は90％近くとなっていることは高く評価
できる。また、通いの場（高齢者の介護予防や
社会的孤立の解消等を目的とした新規開設）：
５団体とのことであり、実績が高く評価できる。
少額の予算であるが、重要な事業であるので、
今後の発展が期待される。

48 事業所説明会等実施事業

・介護職に従事する方の人員確保は急務だと
思います。多くの事業所が参加し優れた人材を
確保できるよう事業を進めていただきたい。
・障がいサービス事業所等への就職希望者を
多くの事業所にお願いしてください。
・達成率は100％となっていることは高く評価で
きる。重要な事業であるので、さらなる発展が
期待される。

49
介護職員キャリアアップ等支援事
業補助金

第３次厚木市生涯学習推進計画第１期基本計画前期実施計画
令和６年度事業点検票　グループE

２
あらゆる
世代への
生涯学習
の環境整
備

２
いつでも、ど
こでも、誰で
も、気軽に
学習するこ
とができる環
境を整備し
ます。

【グループ別点検票例】

点検後、意見を記入いただく点検票の例です。

これはグループＥの例です。

【記入例】

昨年度いただいた意見（委員３人分）を参考として記載しています。

進行管理票をご確認いただき、記載された内容を総合的に考慮し

て事業に対する意見を記入いただきます。
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個別事業：90事業（中断・統合事業は除く。）

事業
数

達成率
基本施
策評価

総合
評価

達成率 実施 一部実施 未実施

1 13 82.8% A 13 0 0

2 9 91.9% A 9 0 0

3 11 82.2% A 11 0 0

33

事業
数

達成率
基本施
策評価

総合
評価

達成率 実施 一部実施 未実施

1 14 90.0% A 14 0 0

2 16 84.7% A 16 0 0

3 14 92.2% A 13 1 0

44

事業
数

達成率
基本施
策評価

総合
評価

達成率 実施 一部実施 未実施

1 9 87.7% A 9 0 0

2 4 93.7% A 4 0 0

13

第３次厚木市生涯学習推進計画第１期基本計画前期実施計画
【令和５年度】　基本方針別総合評価一覧

※基本施策評価の方法：各事業ごとに定めた目標指数につき、令和５年度目標値に対する令和５年度実績値の達成率（上限を
100％とする。100％以上となる場合は100％に修正。）を算出した後、基本施策ごとの達成率の平均値を算出し、その平均値が80％
以上の場合はA、50％以上の場合はB、50％未満の場合はCとして、評価した。
※基本方針ごとの総合評価の方法：基本施策ごとの達成率の平均値から、基本方針ごとの達成率の平均値を算出し、その平均値
が80％以上の場合はA、50％以上の場合はB、50％未満の場合はCとして、評価した。

基本
方針

基本
施策

実施計画事業名
基本施策ごとの総合評価

基本方針ごとの
総合評価

参考（事業数）

基本方針１　生涯学習活動の充実

A 85.6%

学習ニーズを的確に把握し学習機会を提供しま
す。

継続して学び続けられる取組を推進します。

生涯の様々なライフステージに応じた魅力ある
活動や仕組みづくりを推進します。

計

基本方針１の考察
基本方針１は、三つの基本施策からなり、生涯学習活動を充実させるため、33事業を実施しました。三つの施策の総合評価はAとな
り、85.6％の達成率となっています。令和４年度はコロナ禍の影響を受け、事業の中止や講座参加者の人数制限を行ったことにより
一部実施事業が６事業、未実施事業が３事業あり、達成率が78.6％で総合評価がBでした。令和５年度はコロナ禍の影響が軽減した
ことが、評価がBからAとなった要因だと推測されます。今後は、事業内容の検討を更に行い、様々な学習機会を提供します。

基本
方針

基本
施策

実施計画事業名
基本施策ごとの総合評価

基本方針ごとの
総合評価

参考（事業数）

基本方針２　あらゆる世代への生涯学習の環境整備

A 89.0%

多くの学びの機会を創出し、効果的な情報発信
を行います。

いつでも、どこでも、誰でも、気軽に学習するこ
とができる環境を整備します。

市民や教育機関等との連携・協働による学習機
会の充実を図ります。

計

基本方針２の考察
基本方針２は、三つの基本施策からなり、あらゆる世代への生涯学習の環境整備を行うため、44事業を実施しました。三つの施策
の総合評価はAとなり、約89％の達成率となっています。コロナ禍の影響が軽減したことにより、昨年度より達成率が3.2%高くなりまし
た。今後も事業の再拡大に努め、充実した学習環境の整備を推進します。

基本
方針

基本
施策

実施計画事業名
基本施策ごとの総合評価

基本方針ごとの
総合評価

参考（事業数）

基本方針３の考察
基本方針３は、三つの基本施策からなり、生涯学習をいかしたまちづくりを進めるため、13事業を実施しました。二つの基本施策の
総合評価はAとなり、約90.7％の達成率となっています。コロナ禍の影響が軽減したことにより、昨年度より達成率が0.4%高くなりまし
た。今後も実施方法を工夫しながら縮小していた事業の再拡大に努め、学習成果をいかせる環境づくりを推進します。

基本方針３　生涯学習をいかしたまちづくりの推進

A 90.7%

地域の資源や課題を考えることにより、まちづく
りのための学びを推進します。

学習成果をいかせる環境づくりを推進します。

計

資料５
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                      資料６ 

今後のスケジュールについて 

 開催予定時期 予定案件等 

第１回 

会議 

令和６年７月４日

（木） 

・厚木市生涯学習推進会議について 

・第３次厚木市生涯学習推進計画第１期基本計画の

概要と点検について 

・今後のスケジュールについて 

点検票送付 

（メール） 
第１回会議終了後 

・生涯学習課から、点検票（様式）を各委員に送付

します。 

・第３次厚木市生涯学習推進計画第１期基本計画 

前期実施計画事業（令和５年度の取組実績）を点

検をしてください。 

点検結果の

送付 

（メール又

は郵送） 

【送付期限】 

令和６年８月16日

（金）まで 

・各委員は、上記点検の結果を生涯学習課に送付し 

てください。 

第２回 

会議 

令和６年９月下旬 

又は10月上旬 
・点検結果の取りまとめを委員に報告します。 

※点検等の進捗状況により変更する場合があります。 
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